
○　主文
被告名古屋法務局豊橋支局登記官が昭和四四年九月二四日別紙第一物件目録記載の
各土地についてなした各滅失登記処分を取消す。
被告名古屋法務局田原出張所登記官が、昭和四四年九月二四日別紙第二物件目録記
載の各土地について、および同月二五日別紙第三物件目録記載の各土地についてそ
れぞれなした各滅失登記処分を取消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
（原告ら）
主文同旨の判決。
（被告ら）
原告らの各請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決。
第二　当事者の主張
（請求の原因）
一　原告らは別紙第一ないし第三物件目録記載の各土地（以下、本件土地という）
を共有（持分は右物件目録記載のとおり）し、その所有権持分取得登記を有してい
る。
二　被告名古屋法務局田原出張所登記官（以下、単に被告という）は、昭和四四年
九月二四日別紙第一、第二物件目録記載の各土地の滅失登記処分を、同月二五日別
紙第三物件目録記載の各土地の滅失登記処分（以下、本件処分という）をそれぞれ
なした。
なお、別紙第一物件目録記載の土地については、昭和四五年四月二〇日法務省令第
一三号「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省
令」により、同日、右土地の登記管轄は名古屋法務局田原出張所から同法務局豊橋
支局に変更された。
三　しかし、本件処分は、その登記原因および日付を「年月日不詳海没」としてな
されたものであるところ、本件土地はいずれも海没により滅失した事実が存在しな
いのにかかわらず、被告がこれを滅失したと認めてなした違法六処分であるから、
取消されるべきである。
四　また、本件処分は、専ら政治的配慮にもとづいてなされた著しく不当なもので
あるから取消されるべきである。すなわち、１　愛知県に昭和三六年頃から本件土
地を含む田原湾一帯の沿岸の埋立事業を企画するに至つたが、右沿岸一帯は私人の
所有に属していたために、買収には莫大な費用を要することが自明であつた。そこ
で愛知県は、右買収費用の軽減を計るため、一方では田原湾地区の漁業権者らに対
しては莫大な漁業補償金を支出しながら、他方では、本件土地を不当に廉価で取得
すべく、本件土地の共有者ら全員に対し、坪当り二五〇円の協力感謝金を支給する
から滅失登記申請をなすよう、これに応じないときは協力感謝金を支払わない旨書
面で申し向けるという強迫的態度で臨んだ。
２　このため、原告らを除く本件土地の共有者の一部の者は、滅失登記処分を受け
て何らの代価も取得できなくなるのをおそれて、右協力感謝金を受取つて本件土地
の滅失登記処分申請をしたものである。
３　被告は、本件土地の滅失登記申請が右の如き愛知県当局の著しく不当な弾圧に
たえかねてなされたものであることを十分に知りながら、しかも、本件土地が海面
下土地として明治の初期から私人の所有に属してきた特別の事情ある事実につい
て、明治以来の地租台帳、登記簿謄本、公図等について十分な調査をなすことな
く、単に秋分の日である昭和四四年九月二三日の満潮時に実地調査をなし、満潮時
に本件土地が海面下に没したとの一事のみをもつて漫然本件処分をなした。
４　従つて、本件処分は、前記愛知県の不当な政治的策略に協力するためになされ
た著しく不当な処分であるから、取消されるべきである。
（請求原因に対する被告らの認否）
一　請求原因一の事実のうち、原告らが本件土地について登記簿上共有持分を有し
ていたことは認めるが、その余は争う。
二　間二の事実は認める。
三　同三の事実のうち、本件処分がその登記原因および日付を「年月日不詳海没」
とし、本件土地が海没により滅失したと認めてなしたものであることは認めるが、



その余は争う。
四　同四の事実のうち、本件土地の共有者の一部の者から滅失登記申請がなされた
こと、右申請にもとづいて被告が秋分の日である昭和四四年九月二三日の満潮時に
実地調査をなした結果、本件土地が海面下に没したことが確認されたので本件処分
をなしたことは認め、その余は争う。
（被告らの主張）
一　本件滅失登記処分は、本件各土地の共有者の一部の者からいずれも「登記原因
及びその日付」を「年月日不詳海没」とした滅失登記申請がなされたので、被告に
おいて秋分の日である昭和四四年九月二三日の満潮時に実地調査をなした結果、本
件土地が海面下に没したことが確認されたので、同月二四日および二五日にいずれ
も申請のとおり海没による滅失登記処分をなしたものである。
二　本件土地は、公有水面下の地盤であつて、私人の土地所得権が成立しないもの
である。
そもそも土地とは、日本領土全域の陸地を人為的に区分した一定の範囲の地面を指
称し、法令の制限内においてその土地の上下を包含する。そして土地は、所有権の
客体たる物として取扱われるから私権の対象となりうるものでなければならない。
しかし、公有水面は、公衆の使用に供されるもので、個人の独占を許さない公共用
物であつて、公有水面埋立法一条、二四条の規定に照らし、私人の所有権の目的と
なり得ないものと解される。従つて、公有水面下にある地盤についても、公有水面
の公共性の故に公有水面と同一体として公共物を構成し、私権の成立を許さないも
のとしなければならない。土地が公有水面下に没して公有水面下土地となつたとき
は、海面下の地盤そのものは物理的には土地であろうが、法的には公有水面と一体
化し、その地盤は私権の対象物件たる土地の性質を失い、消滅したものと解すべき
である。
現在、海面下の地盤については、これを直接規律する法令がないので、公共用物と
して類似の河川についての現行法規を検討すると、現行河川法（昭和三九年法律第
一六七号）二条は、一項において河川が公共用物であることを宣言し、二項におい
て河川の流水は私権の目的とすることかできない旨を規定している。従つて、流水
が常時流れている流水敷は私権の客体となる土地としての支配を許さないものとし
て、法律上その土地が滅失しているものとみているのである。従つて、河川敷の一
部に流水が常時流れるようになつてその部分が流水敷になつたときにおいては、不
動産登記法は、河川管理者に対して地積の変更登記ないし土地滅失の登通を嘱託す
べきことを義務づけているのである（不動産登記法八一条四項、八一条の八第二
項）。私権の対象となる土地か否かについては「具体的な支配可能性」の有無を基
準とすべきであるとする見解もあるが、支配可能性のあるものであつても、その物
の性質によつては私人の独占的支配を許すべきでないものがある。そして、私人の
支配を許すべきか否かは立法政策によつて決定されるものである。しかるところ、
河川法は、右にみたとおり、流水が常時流れている流水敷は、技術的物理的には支
配可能であつても、私人の支配を許さない公共的性格を有するものとして、所有権
の目的たる土地とは認めていないのである。従つて、公有水面（水面下の地盤を含
む）と河川との公共性を対比してみると、その間に差異はなく、公有水面（水面下
の地盤を含む）は、河川と同様強い公共的性格の故に、私人の独占的支配が許され
ず、私権の成立を認めることかできないものと解すべきである。
三　陸地と公有水面との境界線については、直接これを規定した法令の定めが存し
ないので、その境界線を定めるに当つては最も合理的かつ社会的妥当性のある考え
方によつて一定の線を画す必要がある。従来の判例・行政実例においては、潮の干
満の差のある水面については春分および秋分における満潮時の潮位を、その他の流
水面については高水位を標準として定めるべきものとされている。右のように画一
的に境界線を画するという方法は最も合理的であつて社会的妥当性を有するもので
ある。もつとも、右の境界線は、年間を通じて潮位が最も高くなる時点をとらえて
いるが、それ以外の線に境線を画するとすれば、公有水面は私人が独占することを
許さない公共物であつてこれが何らの障害もなく利用されることが必要であるにも
かかわらず、公共の用に供される海面と、供されない海面とが生ずることによつ
て、その時点における海面の実体に合わないことになり、非常に不合理な結果が生
ずることになるからである。
四　本件処分は、「登記原因及びその日付」を「年月日不詳海没」としている。本
件土地は既に登記の時点において海面下にあつたことが明らかであるから、本件土
地の登記は本来無効な登記であつて、この登記を抹消閉鎖するには登記原因を「不



存在」または「錯誤」とすべきであつたかもしれない。上かし、登記原因及び日付
がたとえ誤りであつたとしても、本件土地は既に公有水面下に没していたのである
から、その客観的事実をそのまま登記簿に公示し、閉鎖したもので、当該登記に誤
りがあるということはできない。また、仮に本件処分に手続上の瑕疵があつたとし
ても、本件土地は公有水面下にあつて不動産登記法上の土地ではないのであるか
ら、その登記の回復を期して処分の取消を求める本件訴は訴の利益がないというべ
きである。
（被告らの主張に対する原告らの認否と反論）
一　被告らの主張一の事実は認め、その余はすべて争う。
二　本件海面下の土地は、古来土地所有権の対象として取扱われてきたものであつ
て、原告らはその土地所有権の承継取得者である。すなわち、１　本件土地は、い
ずれも田原湾沿岸を形成する干潟の一部である。この干潟を形成する田原湾を海と
は別個の価値ある土地として干拓せんとする企ては、遥か遠く寛文一三年当時から
あつた。寛文一三年の干拓は田原湾の住人Ａが汐止川々口に築堤して新開地を作つ
た。その後天保年間に至り尾張家の筆頭家老三万石犬山城主Ｂが干拓谷熊新田を完
成した。また天保五年甲午二月には尾張国名古屋鉄砲町の住人専一外三名の者が徳
川幕府に対して田原湾の開発を願い出て許可されたが、完成せず廃絶したまま二四
年を経過した。
２　ところが、安政五年戊午年になつて、専一等の後を引継ぎ、尾張国名古屋桑名
町の住人Ｃが田原湾沿岸ぞいの大崎村＜以下略＞反別八八六町九反歩を幕府に土地
代金として金三一両一分と永（楽銭）一四〇文を支払つてその所有権を取得したの
である。もつとも、江戸時代は寛永二〇年より田畑永代売買は禁止され、これが明
治初年頃まで続いたのであるが、永代売買の禁止は高請ある田畑すなわち検地帳に
記載された正租を納める田畑のみにつき適用されるのであつて、高請のない新開発
田畑や町地屋敷地などについては永代売買構いなしであつた。従つて、Ｃは幕府か
ら田原湾の干潟につき、新開発試作地として、処分権をも有する完全な所有権を取
得した訳である。そしてＣは干拓を開始したが、僅かに干潟の両端に築堤し湾内に
少しばかりの畑地を開墾しただけで完成することができなかつた。
３　明治維新となつて、明治政府は地租制度の改正に着手し、明治五年二月二四日
大蔵省達第二五号「地所売買譲渡二付地券渡方規則」をもつて地券制度を採用し、
土地の売買譲渡の都度地券を発行することにした。そして同年七月四日大蔵省達第
八三号をもつて、売買譲渡の場合だけでなく、全国一般に土地所有者に地券を交付
することにした。そこで、Ｃは幕府から田原湾の干潟の所有権を取得したものとし
て、明治七年七月二日に渥美郡＜以下略＞反別一、三七八町歩余のうち用覆水堤塘
敷道溝代敷地等四九〇町九反歩を差引いた新開反別八八七町九反歩（本件干潟）に
つき、当時の愛知県令Ｄに地券の下附を願い出で、冥加金を上納して、同年同月四
日に新開試作地として地券の下附を受け、もつて明確に国からその所有権の確認を
受けたものである。
４　地券は、土地の所在、地種、価格、持主を記載した地方長官の署名のある証券
であつて、地券の附与は納税義務の裏付けとして「地主タルノ確証」（前記大蔵省
達二五号六条参照）を地券名義人に与え、その所有を確定したものである。なお、
地券の附与手続は、各村ごとに土地の所有者から所在、反別、地価を申告させ、検
地帳、名寄帳と突合せ、地引絵図を作成、進達させたものであるから、土地所有者
の確認は正確なものであつたと思料される。
また、右新開試作地について、明治一一年一二月老津村総代理人Ｅ外四名の者から
当時の愛知県令安場保和に対し「新開地取扱方御伺」が提出されたことがあり、Ｃ
が本件新開試作地を干拓、開墾しなかつたにもかかわらず、これを官に取り上げる
という処置はとられなかつたものである。それは、国が明治八年七月八日地租改正
事務局議定の「地所処分仮規則」第二章四条で「旧藩県ニテ開墾願済未夕地代ヲ納
メスシテ現今未着手ノモノハ其所有トナスヘカラス。尤モ地代金ヲ納メストモ旧藩
県ヨリ授与セラレタル確証アルモノハ其所有ト定ムヘキ事」と定めて、幕府や藩に
地代金すなわち土地代金を上納して開墾願済みの土地については開墾未着手のもの
といえどもその地主の所有であること、および土地代金を上納していなくても幕府
や藩から土地を貰い受けたとの確証のあるものはその地主の所有であると認めてい
たものであるところ、Ｃの場合は前者に該当するものであつたからである。すなわ
ち、国は右「地所処分仮規則」第二章四条にもとづいて、Ｃの所有権を認め、前記
「新開地取扱方御伺」を取り上げなかつたものである。
５　Ｃは明治七年七月四日に田原湾一帯の土地（新開試作地）につき地券の下附を



受けて以来、明治一一年七月にその一部をＦに割譲し、明治一二年八月に他の一部
（四四町歩）をＧ、Ｈの両名に代金七五〇円で譲渡し、右Ｇ、Ｈの両名はその買受
けた新開試作地のうち五町五反四畝一八歩（一五石九斗〕を干拓開墾した。その後
更に他の一部（五〇町歩）をＩに譲渡し、同人は右譲渡受地を明治一三年一月二六
日にＥに代金七〇〇円で譲渡した。Ｃは更に明治一四年一月にＪ、Ｅ、Ｋにその一
部を譲渡した。Ｆは明治一一年七月にＣから譲り受けた土地（三二〇町歩）をＥお
よびＪの両名に売却し、明治一四年八月二二日Ｅ死亡により同人の土地所有権はＬ
が相続した。明治一五年七月Ｊ、Ｌから一部の土地を老津村が買受け、更に同年九
月一日にＪから一部の土地をＭ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑの五名が買受け、これらの者から
更に明治一七年五月二五日に大崎村、植田村、野依村が買受けたものである。その
後も転々と譲渡され、所有者が変更した状況は、地租台帳写（甲第四ないし第八号
証、同第三九ないし第四三号証、同第五〇ないし第五五号証）および閉鎖登記簿謄
本（甲第九ないし第一三号証、同第四四ないし第四八号証、同第五六ないし六一号
証）にそれぞれ記載されているとおりである。
６　そして、国はＣの明治一二年一一月の新開場鍬下年季願（鍬下年季とは地租免
除期間の意）をはじめとして数度の鍬下年季を許可してきた。鍬下年季庵止後、国
已本件田原湾の干潟の地目を池沼として地租の徴収を開始し、その後昭和三六年に
豊橋市が、また同三八年に田原町がそれぞれ何ら正当の理由もなく固定資産税の徴
収を停止するまで、古くは明治一八年以降、新しいものでも大正一五年以降実に七
八年ないし三六年間の長きにわたつて本件土地の租税を徴収してきたものである。
三　本件土地を含む田原湾の干潟について、海とは別個の価値あるものとして私人
の所有権が成立存続してきたことは以上述べたとおりであるが、さらにこのことは
次の諸事実からも明白である。すなわち、
１　Ｃが所有権を取得した本件干潟は、前述のとおり転々譲渡されてきたこと。特
に、昭和一四年ころ海軍省がその一部（水面下の土地）を当時の所有者から買上げ
た事実もあること。
２　明治九年以降本件土地は地租台帳、土地台帳上に「池沼」または「汐溜」とし
て登載され、地価、譲渡等の事実が記載されてきたこと。
３　明治三二年に不動産登記法が施行されてから、本件土地の地目は「池沼」とし
て登載され、所有権移転の事実が記入されてきたこと。
４　鍬下年季廃止後は地租または固定資産税が賦課され、また売買については不動
産取得税が賦課されてきたこと。
５　本件干潟の一部につき、大正一五年一月二六日に大蔵省が、昭和六年一一月一
三日に愛知県が、昭和二九年八月二五日に田原町がいずれも当時の土地所有者に対
しその共有持分の差押えをなしており、その頃公売処分がなされていること。
６　本件土地等の水面につき漁業協同組合が漁業権の免許を受けるに当り、土地所
有者等（大崎地区についてに大崎海面土地管理申合組合）の同意を要したのであ
り、また漁業権存続期間特例法（昭和三六年法律第一〇一号）一条にもとづく土地
所有者の同意もなされていること。
７　また本件土地については、かつて地券が官に還付されたり官に取り上げられた
ことがないこと。
以上のとおり、本件土地については明治七年の地券下附以降約九〇年の長期間にわ
たつて所有権の成立、存続の歴史的事実はあまた存在し、もはや確乎不動の所有権
として公に確定しているものである。
四　本件土地の区画は明確である。
本件土地を含む田原湾一帯の土地は、明治七年にＣが国からその所有権を確認され
て後、逐次分筆売買されてきたところ、分筆登記には必ず実測図面の作成添付が要
求されているから、本件土地は分筆時にそれぞれ実測にもとづいて公図に分筆の記
入がなされたものであつて、各土地の区画は公に明瞭になつているわけである。こ
のことは昭和一一年一月一二日帝国市町村地図刊行会によつて、各分筆された土地
はそれぞれ区画され明確に登載され、一般に販売されていることからも明らかであ
る。
また、田原湾には、一般公共の用に供するため、そこに出入りする船舶の進路とし
て私有地とは別に澪筋（ミオスジ、官有の川敷）が設けられ、また村と村との境界
には境界杭が設置されていて、各共有者は現実に自己の共有地を確認しうるように
なつているのである。愛知県もかつて田原湾一帯の土地について私有地と国有地に
分けて実測したこともあるのである。
右のとおり、本件土地は、区画され、人の排他的総括支配に服する土地として取扱



われてきたことが明らかである。
五　本件土地は、海面下の土地ではあるが、私有水面下地盤であつて、所有権が成
立しうるものである。
１　民法八五条は「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」と定めており、ここに「有体
物」とは「法律上の排他的支配が可能なもの」をいうのである。権利の客体たる物
の一種である「土地」も当然に人が排他的に支配することが可能なものであること
を要し、地所は、連綿と続いているのであるから、人為的に区画されることによつ
てはじめて権利の客体たる「土地」になる。
海面下の土地といえども一定の範囲を区画すれば、その土地は排他的に支配するこ
とができるのであるから、権利の客体になりうるのである。海面下の土地のうちで
も本件土地のように干潟を形成するものは、干潟部分を他から区画することは極め
て容易なことであり、本件干潟が排他的総括支配可能な土地として私権の客体とな
つてきたことは、先に詳述したとおりである。
２　ところで、権利の客体たる土地であつても、その土地にいかなる私権の成立を
認めるかは、その当時における法律制度によつて決定されるところである。例え
ば、旧河川法三条施行当時においては河川敷に所有権の客体たり得なかつたが、現
行河川法では河川敷について所有権の成立を認めているのである。旧河川法のよう
な法的規制が存しない限り、人による排他的総括支配の可能な地表の特定の一部で
あれば「土地」というに妨げない。海水が常時侵入する海面下にある地表の一部で
あつても、これを殊更に土地の概念から排斥し、土地の概念を被告ら主張のように
「陸地」と同義に解すべき合理的理由は全くない。
３　公有水面埋立法一条一項によれば、「公共の用に供し且つ国の所有に属する
河、潟、湖、沼等の水流又は水面」が公有水面（公法上の権利の客体）なのであ
り、右以外の支配可能な河、海、湖、沼等の水流又は水面は、民法二〇七条によつ
て底地所有者の支配に服する私有水面（私法上の権利の客体）なのである。すなわ
ち、海面には公物と私物とがあるのである。被告らは、「陸地と公有水面との境界
は春分秋分の日の満潮位をもつて標準」とし、公有水面下の土地に私人の所有権は
成立しない旨主張する。しかし、陸地は必ず公有水面と接していなければならぬと
する必然性もまた合理性も存しない。本件干潟上の海面は私有水面であつて公有水
面ではないから、右の標準を適用すべき場合ではない。すなわち、「春分秋分の日
の満潮位」をもつて境界線を画しうるのは、「陸地」と「公有水面」とが直接接し
ている場合なのであつて、「陸地」と「私有水面」とが接している場合のものでは
ない。けだし、私有水面の境界は底地の境界に従うことは当然であるからである。
従つて、本件干潟が秋分の日の満潮位に海面下に没する土地であるからといつて、
本件干潟が原告らの共有土地である以上、満潮時の本件干潟上の海面は私有水面で
あつて、共有者たる原告らの排他的支配権に服しているものであり、公有水面とし
て公共の用に供される公共用物となるものではない。
４　土地が「海没により滅失」したと判断されるのは、その土地が法律上の価値す
なわち「権利の客体」たりうる価値を喪失した場合である。「物理的意味の海没」
（被告らのいう「海没」とはこの意味である）はかならずしも「法律上の海没」を
意味するものではない。例えば、貯水場、養魚場等にする目的で陸地を取崩して海
面下の土地とした場合でも、それは依然として権利の客体たる価値を喪失するもの
ではなく、法律上の海没とはいえない。従つて、海面下の土地は海没した原因にか
かわらず所有権が消滅するとの考え方は全くの誤りである。
５　また、土地の「滅失」と土地に対する「私権の制限」とは全くその意味を異に
するものであつて、両者を混同してはならない。すなわち、「土地の滅失」は当該
土地が人の排他的総括的支配可能性を喪失したことをいうのであるから、従前そこ
に存した一切の私法上の権利も公法上の権利もすべて客体そのものを失つたために
消滅するのである。これに反して「土地に対する私権の制限」は、土地は依然とし
て人の排他的総括的支配可能性を有するのであるが、公共的配慮のために当該土地
につき私権を制限するものである。そして、私権を制限するには法律上の個別的規
定（鉱業法二条、七条、八条、温泉法三条、九条一一条、旧河川法三条、河川法二
条二項等の制限がその例である）もしくは土地収用法等の規定による土地収用（こ
の場合、正当な補償をなすことを要する）等の法律上の定めを要するのである。
「土地の滅失」は、事実上の問題であるから、別段法律上の定めを要するものでは
なく、正当な補償の問題も生じない。
被告らは「現行法律は、海面下の土地については私人の支配を許さないとの立法政
策をとつている」と主張するが、法律上私人の支配を許さないと定めることは、私



権の制限の問題であつて、権利の客体の滅失の問題ではない。被告らの主張には右
混同があるが、その点はおくとしても、河川法二条二項についての被告らの解釈
は、旧河川法三条と対比すれば明瞭なとおり、明文に反する誤つた見解であり、む
しろ、河川法は河川敷については私権の成立を認めているものである。
六　以上述べたところで明らかなとおり、本件土地は排他的総括的支配可能性の存
する区画された海面下の土地であつて、これを権利の客体である土地でないとする
被告らの主張は誤りである。従つて、原告らを除く一部他の共有者のなした滅失登
記申請は実体上の登記原因を欠き無効であるから、被告らにこれを却下すべきもの
であるのにこれを受理して本件滅失登記処分をなしたことに違法であつて、取消さ
れるべきである。
（原告らの反論に対する被告らの認否）
原告ら主張の本件係争物件の取得原因については不知。
Ｃが本件土地について取得したという権利は、土地所有権ないし土地の排他的総括
支配権でになく、むしろ公有水面埋立法上の埋立権に類似した一種の海面埋立権で
あつたにすぎないものである。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　原告らが本件土地について登記簿上別紙第一なしい第三物件目録記載のとおり
共有持分を有していたこと、本件土地の共有者中原告らを除く一部の者から「登記
原因及びその日付」を「年月日不詳海没」とした滅失登記申請がなされたので、被
告らにおいて秋分の日である昭和四四年九月二三日の満潮時に実施調査をなした結
果、本件土地が海面下の土地となることが確認されたので本件滅失登記処分がなさ
れたことは、当事者間に争いがない。
二　秋分の日の満潮時において海面下となる土地が被告らの主張するように私権の
対象となりえず、従つて滅失登記をなすべきであるか否かについての判断に先立
ち、本件土地の現状および沿革について検討すると、いずれも成立に争いのない甲
第二号証、第四ないし第一三号証、第二三ないし第二五号証、第二六号証の一、
二、第三九ないし第四八号証、第五〇ないし第六一号証、第七四ないし第七六号
証、第七八号証の一ないし三、第八〇ないし第八二号証、第八四号証、第九九ない
し第一〇三号証、乙第六号証の一、二、第七、八号証、第一〇号証の一ないし一
二、第一一号証の一ないし一〇、証人Ｒの証言（第一回）により真正に成立したも
のと認められる甲第三号証、第二一、二二号証、第二八号証、第三六、三七号証、
第三八号証の一ないし三、同証人の証言（第二回）により真正に成立したものと認
められる甲第六七号証、同証人の証言（第四回）により真正に成立したものと認め
られる甲第二七号証の一、二、第九一号証の一、二、原告Ｓ本人尋問の結果により
真正に成立したものと認められる甲第三一ないし第三四号証、証人Ｔの証言により
真正に成立したものと認められる甲第八五号証、第八七号証、第九二号証、第九五
号証、証人Ｒ（第一ないし第五回）、同Ｕ、同Ｔ、同Ｖの各証言および原告Ｓ本人
尋問の結果によれば、次の事実を認めることができる。
１　本件土地はいずれも田原湾沿岸を形成するいわゆる海面下土地の一部である
が、田原湾内の＜地名略＞、＜地名略＞、＜地名略＞、＜地名略＞の各地区の海面
下土地の総面積は約一、三七九万平方メートル（但し、土地台帳上の総面積は約六
四一万平方メートル）であること。右のうち本件土地は、＜地名略＞地区と＜地名
略＞地区の二ヶ所に分かれており、その登記簿上の面積は三六万八九〇平方メート
ルと一八万二、六七九平方メートルであること。
２　本件土地は、満潮時においては海面下の土地となるが、日に二回の干潮時にお
いては砂泥質の地表を露出するいわゆる干潟（汐川干潟ともいう）の一部であるこ
と。そして、右田原湾の潮の千滅の差は最大約三メートルに達するものであり、秋
分の日である昭和四四年九月二三日のほぼ満潮時において、本件土地の水深は〇・
六九メートルないし二・〇メートルであつたこと。この潮の干満の程度は現在も昔
もあまり変りのないものであること。
もつとも、干潮時において、右干潟のすべての部分が水面より現われる訳ではな
く、澪筋（ミオスジ）と呼ばれる細い川状の部分は依然として水面下に残ること。
３　この干潟を形成する田原湾沿岸一帯を外海とは別個の土地として干拓せんとの
企ては古く江戸時代初期から存したことがうかがわれるが、これまで度々築堤、埋
立工事が一部分でなされてきたものの、その大部分は往時のまゝで現在に及んでい
ること、従つて、本件土地は古来、海面下の土地として、主として海藻、貝類の採
取場として利用されてきたものであること。



４　明治七年七月四日、Ｃが当時の愛知県令Ｄから本件土地を含む右田原湾一帯の
土地（渥美郡＜以下略＞反別一、三七八町歩余のうち用悪水堤塘敷道溝代敷地等四
九〇町九反歩を差引いた新開反別八八七町九反歩。なお、当時の面積の表示は実際
の五割位であつたという）について新開試作地として地券の下附を受けたものであ
ること。そして、以来右地券が官に還付されたり、国より右土地の返還を求められ
たりしたことはないこと。５　右以前の幕府時代のことについては、原告らの主張
する如き各事実につきそれに添う記録、文書等の資料が存在しない訳ではないが、
Ｃが当初幕府から取得したという権利が原告ら主張の如き土地所有権ないし土地に
対する排他的総括支配権であつたか否かは確定することができないものである。し
かし、地券制度の趣旨、その手続等に鑑み、土地について地券の下附を受けた者
は、特段の事情のない限り当該土地の所有権（民法施行後は民法施行法三六条によ
り現在の土地所有権に移行）者と推認すべきものである。従つて、右Ｃおよびこれ
より後に譲渡を受けて所有権取得登記をなした者は右土地の所有権者（もつとも、
海面下の土地についても所有権が成立することを前提としてであるが、この点は後
述する）であるということができる。そして、本件土地は、原告ら主張のとおり転
々譲渡されて原告らの共有となつたものであること。
６　本件土地を含む田原湾一帯の土地は、明治七年にＣが所有権を取得して以来、
売買等により転々譲渡されてきたこと。特に昭和一四年頃、海軍省が右土地の一部
を飛行場とするため、土地代金一反当り七〇円、漁業補償金一反当り七二円の割合
でこれを買上げた事実があること。
７　本件土地は、地租台帳・土地台帳に池沼・汐溜として登記され、地価・譲渡等
の事実が記載されてきたこと。また、不動産登記法施行後は、登記簿上、本件土地
の地目は池沼として登記され、分筆登記され、所有権移転の事実が記入されてきた
こと。
８　本件土地について、当初鍬下年季が許可されてきたが、大正一五年頃鍬下年季
廃止後、国は地租の徴収を開始し、その後昭和三六年に豊橋市が、また昭和三八年
に田原町がそれぞれ固定資産税の徴収を停止するまで租税が賦課されてきたこと。
また、本件干潟の一部の土地につき、大正一五年一月二六日に大蔵省が、昭和六年
一一月一三日に愛知県が、昭和二九年八月二五日に田原町がいずれも当時の土地所
有者に対しその共有持分の差押をなし、後二者についてその頃公売処分がなされて
いること。
９　本件土地等の水面につき漁業協同組合が漁業権の免許を受けるに当り、土地所
有者等（大崎地区については大崎海面土地管理中合組合）の同意を要したのであ
り、また漁業権存続期間特例法（昭和三六年法律第一〇一号）一条にもとづく土地
所有者の同意もなされていること。
１０　明治初年頃、Ｃと当時の大崎村七ヶ村との間の協議において、本件干潟の海
面境界が絵図面で協定されており、以後現地においては境界杭が設置されてきたこ
と。その後分筆登記がなされてきたことは前述のとおりであるが、昭和一一年頃の
帝国市町村地図刊行会発行の図面にも各土地の区画がなされており、本件干潟の区
画は明確にされていること。
１１　本件土地を含む田原湾一帯の干潟について、昭和三九年頃愛知県は埋立を計
画し、海面下土地の登記簿上の共有持分権者に対して任意に滅失登記申請をなすよ
う勧告し、任意に滅失登記した者に対し協力感謝金の名目で一坪当り二五〇円の金
員が支払われていること。
以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
右認定事実によれば、本件土地は、時に海水によつて覆われる海面下の土地ではあ
るが、干潮時にはその地表を現わす干潟の一部を形成し、明治初年頃より、区画さ
れた排他的総括支配の可能な土地として、転々譲渡され、あるいは固定資産税を支
払うなど私人の所有権の対象たる土地として長年月の間取扱われてきたものであつ
て、原告らはいずれもその土地所有権の承継取得者であることが認められる。
三　ところで、被告らは、本件土地は秋分の日の満潮時に海面下に没したものであ
り、海面下の土地には私人の所有権は認められないから本件滅失登記処分をなした
旨主張する。そして、陸地と公有水面との境界線は、潮の干満のある水面について
は春分および秋分の日における満潮時の潮位を標準として定めるべきであるとし、
右標準によつて海面下となる土地は、公有水面埋立法一条、二四条、河川法二条、
不動産登記法八一条四項、八一条の八第二項の規定によれば、現行法上、これに私
権の成立を認めない趣旨であるから、滅失登記をなすべきものであるという。
そして、成立に争いのない乙第一ないし第四号証によれば、海面下の土地の登記に



関する法務省民事局の通達・回答として、（一）　昭和三一年一一月一〇日民事甲
二六一二号法務省民事局長事務代理回答（昭和三一・八・二二熊本地方法務局長照
会）
（二）　昭和三三年四月一一日民事三発二〇三号法務省民事局第三課長事務代理通
知（昭和三三・三・一八千葉港建設事務局長照会）
（三）　昭和三四年六月二六日民事甲一二八七号法務省民事局長通達（昭和三四・
二・二六福島県知事照会）
（四）　昭和三六年一一月九日民事甲二八〇一号法務省民事局長回答（昭和三六・
一〇・四蔵管二二六一号大蔵省管財局長照会）
が出されていることが認められ、これらの通達・回答によれば、陸地と公有水面と
の境界は春分秋分の日の満潮位をもつて標準とし、海面下の土地は、海没した原因
にかかわらず所有権は消滅するから、登記は抹消しなければならなかとしている。
従つて、被告のなした本件滅失登記処分も従来の右行政先例の見解に従つてなされ
たものであることが認められる。
四　しかしながら、被告らの右見解は当裁判所の採用し難いところである。
民法上「土地」とは、一定の範囲の地面に、正当な範囲においてその上下を包含さ
せたものである。そして、土地が所有権の客体たるには、それに対する人の支配可
能性がなければならず、また支配価値（財産的価値）のあるものでなければならな
い。従つて、人の支配しえない大洋（海底地面を含む）などはこの意味で物（土
地）ではないとされる。しかし、海洋であつても、一定の範囲を区画すれば人の支
配しうるものとなるから、そこに財産上の価値を認めるかぎり、その海面は物とみ
ることができ、その地盤についても同様に土地として所有権の成立を認めうるもの
と解すべきである。すなわち、外形的物理的に海面下に没した土地であつても、財
産上の利益を支配しうるかぎりにおいて、そこに所有権の成立を容認すべきであ
り、これを法律上の「土地」というに妨げないものである。
もつとも、「土地」について私権の成立を認めるか否かは立法政策の問題であつ
て、時の法制度いかんによる訳であるから、満潮時において海面下となる地盤につ
いて私人の所有権を認めるか否かは現行法がいかなる規律をしているかによつて決
まることといつてよい。その場合、右海面下の地盤も民法上の「土地」であること
は前述のとおりであるから、現行法律制度が明確に私権の成立を否定していると解
せられないかぎり、これを肯定的に解するのが相当である。海面下の土地につい
て、陸地との境界の基準ならびにその所有権の帰属関係等につき明確に定めた法律
は、現在のところ存在しない。被告らは、公有水面は、個人の独占を許さない公共
用物であつて、公有水面埋立法一条、二四条の規定に照らし私人の所有権の目的と
なり得ないものであるから、その地盤についても公有水面の公共性の故に公有水面
と同一体として公共物を構成し、私権の成立を許すべきではないと主張する。しか
し、先ず、公有水面埋立法にいう公有水面とは、（イ）公共の用に供すること、
（ロ）国の所有に属すること、の二つの要件を具備した水流または水面を指称する
概念であることは同法一条一項の法文上明らかであつて、右以外の水流または水面
は公有水面に含まれないものである。すなわち、私人の土地上の水面や公共の用に
供されていない水面は同法にいう公有水面とはいえない。それで、公有水面埋立地
の所有権取得について定めた同法二四条の規定も、右のような国の所有に属する公
有水面についてのみ適用され、意味があるのであつて、私有地を埋立てた場合に同
条の適用のないことは当然である。従つて、公有水面埋立法一条、二四条の規定を
援用する被告らの右主張は、海面下の土地が既に国の所有に属するものでありかつ
海面が公共の用に供されることを前提とするものであつて、本件に適切でなく、採
ることができない。もつとも、被告らのいわんとする趣旨は、一般に海面は公共の
用に供されるものであるから、その地盤についても当然制約を受け、私権の成立に
ついても制限を受けるべきであるというのであろうが、海面が公共の用に供される
ことと、その地盤の所有権の有無とは切り離して考えられるのであり、私人の土地
の上に公共用物が存するからといつて、地盤である土地の私所有権を否定すべき理
論的必然性があるとは、到底考えられない。
地上の公共用物が将来消滅したり公用廃止になることも十分考えられるからであ
る。そこで、海面下の私人所有地は、一般に、自然公物たる海水が存することによ
つて一種の公用負担を負つている土地と考えることができるのであり、海面下の土
地の所有者は、その海面が公共の用に供される範囲においてその海面を独占できな
いだけである。あるいは、海岸法により海岸管理上の規制を受ける場合があるとい
うにすぎない。もし、私人が貯木場、養殖場等にする目的のために所有地を取崩し



て人工海面下土地としたときは、その海面は公共の用に供されない場合が多いであ
ろうから、私有水面として公用負担のない完全な土地所有権を認めるべきである。
公有水面以外の海面（私有水面）の存在しうることは港湾法四条二項、海岸法三
条、漁業法三条、一三条四項、公有水面埋立法一条等の諸規定の解釈からもこれを
認めることができるのである。
次に、旧河川法（明治二九年四月八日法律第七一号）三条は「河川並其ノ敷地若ハ
流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」として河川の敷地について私権排除の規定を
おいていた。従つて、河川敷との均衡上、海面下の地盤についても私権の成立を否
定することは一理あつたといつてよい（被告ら援用の前記先例はいずれも旧河川法
当時のものである）。しかし、右旧河川法三条の適用されたのは河川法上の適用河
川についてであつて、準用河川・普通河川については適用がなかつたと解されるの
であり、また、河川と海面とは種々の点で異なり同一視できないものである（な
お、前認定の本件土地のように、古くから私所有権の対象と認められてきた土地に
ついて私権制限立法をなすときは、憲法二九条三項の正当補償の問題も生じよう。
ちなみに、旧河川法においては、河川敷の従前の所有者であつた者に対して、河川
敷地占用許可ないし補償金の下附、廃川敷地の下附などの補償規定がもうけられて
いた）。さらに、旧河川法は昭和三九年に改正され、改正河川法二条二項は「河川
の流水は私権の目的となることができない」とのみ規定し、むしろ河川の敷地につ
いて私権の成立を認めていることが明らかである。河川法は、河川の敷地に私権を
認めることと河川の管理とは両立しえないものではなく、私権の行使が公共用物で
ある河川の管理に必要な限度で制限されることで足りるとして、私権排除の規定を
設けなかつたものと解される。従つて、現行河川法は河川の敷地につき私所有権そ
の他の財産権の目的となりうることを認めるものであり、その理は海面下の地盤に
ついても同様に私所有権の成立を認めさせるものであるといえるのである。そこ
で、右の見解に従うときは、不動産登記法八一条四項および同法八一条の八第二項
に「河川区域内の土地が滅失したとき」とは、単に河川区域の一部分が流水敷にな
つた場合ではなく、流水が常時流れることになり人による支配可能性、財産的価値
を喪失したと認めるべき場合をいうと解すべきことになる。いずれにしろ、海面が
常に公共用物であり、海水が私権の目的となりえない旨の規定の存在しない現行法
律制度のもとでは、被告ら主張の如く河川法の規定を海面下の土地にたやすく準用
することは妥当性を欠くものであるといわなければならない。
民法上「土地」は陸地と同義でなければならないものではなく、また陸地は常に公
有水面と接続していなければならない必然性は認められない。これを形式的画一的
に陸地と海面とに分け、海面下の地盤をすべて法律上の土地と認めない考え方は現
行法上採用することができないものである。
五　以上述べたところで明らかなとおり、海面下の土地も私所有権の対象となりう
るものであり、それが海没により法律上滅失したとみるべきか否かは、単に春分秋
分の日の満潮時に海面下の土地となるか否かによつて決すべきではなく、当該土地
が海面下となつた経緯、現状、所有者等の意図、科学的技術水準などを総合考慮し
て、その支配可能性、財産的価値の有無を判断したうえで「滅失」と評価できるか
否かによつて決定しなければならないと解すべきである。
これを本件についてみるに、前記認定のとおり、本件土地は干潮時にはその地表を
海面上に現わすいわゆる田原湾干潟の一部であり、右干潟は、他の海面とは明確に
区画区別されて、明治七年七月四日Ｃが当時の愛知県令Ｄから地券の下附を受けて
以来約五〇年の間、地租台帳・土地台帳に池沼または汐溜として登載され、登記簿
上には組目を池沼として登記され、それが分筆登記されて転々売買譲渡され、差押
公売処分に付され、多数の人が実測をなし、絵図面、地図を作成し、地租・固定資
産税を支払うなど種々私人の所有権の存する土地として取扱われてきたものであ
り、さらに本件処分のなされたころ本件土地の埋立を企図した愛知県より滅失登記
の申請書に対し一坪当り一五〇円の割合の金員が支払われているのであつて、右事
実関係から明らかな如く、本件土地は排他的支配可能性、財産的価値のある土地で
あることが十分に認定できるのである。右のような支配可能性、財産的価値が存
し、私権の対象となるべき土地を、海没により滅失したとした被告らの見解判断は
誤りであつて、これを原因とする滅失登記は無効であるといわなければならない。
従つて、原告らを除く一部共有者からの滅失登記申請は実体上の登記原因を欠く無
効なものであり、これを却下しないでなした被告らの本件滅失登記処分は違法であ
つて、いずれも取消をまぬがれないものである。原告らの主張は理由があるという
べきである。



六　よつて、原告らの本訴請求はいずれも理由があるので正当としてこれを認容す
ることとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用し
て、主文のとおり判決する。
（裁判官　山田麟光　窪田季夫　小熊　桂）
別紙（省略）


